




 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



00

P.38 へ警察

P.32 へ損害賠償

警察官
による
捜査

被疑者
特定 検察庁へ

送致

P.18 へ
医療

遺族

負傷 治療 症状
固定

治癒

死亡

急性期 回復期

自賠責保険等
による支払い P.32 へ

ひき逃げ・
無保険事故
の場合

P.33 へ

示談
成立

示談
不成立

事故による
損害賠償の
示談交渉

P.1 へ

交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き

※示談や裁判等の手続きをお考えの場合、被害者が契約する任意保険会社が相談に　　　　　のってくれる場合があります。また、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、日本
　司法支援センター ( 法テラス）等でも相談を受け付けております。（連絡先等：P.5 2　　　　　  ～ 5 3 参照 )　

P.51  へ 相 談 支 　 援 機 関
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P.39 へ検察庁等

検察官
による
捜査

判決公判起訴

不起訴 略式
命令

略式
請求

公判
請求

P.19 へ

P.8 ～ 12 へ

後遺障害

さまざまな支援

P.8 ～ 12 へさまざまな支援

後遺
障害

慢性期

裁判外
紛争解決
手続 賠償

の
履行

裁判所 調停

不調
成立和解

不調判決

訴訟

成立

※示談や裁判等の手続きをお考えの場合、被害者が契約する任意保険会社が相談に　　　　　のってくれる場合があります。また、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、日本
司法支援センター ( 法テラス）等でも相談を受け付けております。（連絡先等：P.5 2　　　　　  ～ 5 3 参照 )　

相 談 支 　 援 機 関

検察庁 裁判所
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1） 警察における支援

2) 検察庁等における支援

警察、検察庁、都道府県、市区町村、自動車事故対策機構、被害者団体等では、被害者

等に対するさまざまな支援を行っております。経済的な支援については、p.11〜12をご

覧ください。

1） 警察における支援

警察では、被害者等に対する以下の支援があります。詳しくは、交通事故を取り扱っ 

た警察署にご相談ください。（連絡先等：p.51 参照）

○ 被害者等への情報提供

刑事手続の概要、被害者等が利用できる制度、捜査の状況、自動車損害賠償責任

保険等の自動車保険制度、各種相談機関・窓口など 

○ 相談・カウンセリング体制の整備

警察本部や最寄りの警察署交通課における相談窓口の設置、 精神的被害を軽減

するためのカウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、 精神科

医や民間のカウンセラーとの連携など 

○ 捜査過程における被害者等の負担軽減

被害者用事情聴取室・被害者支援用車両の整備、実況見分や病院への付添い、各

種相談の受理など 

○ 被害者等の安全の確保

同じ相手方から再び危害を加えられること等の防止など 

○ 交通安全活動推進センター

都道府県公安委員会の指定を受けた法人となり、 交通事故に関する各種相談に

応じています。

2) 検察庁等における支援

検察庁等では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。詳しくは、

事件担当検察官または、 最寄りの検察庁の被害者ホットラインへご相談ください。

（連絡先等：p.51 参照）

○ 被害者支援員制度

被害者やご家族等からの相談対応、 法廷への案内・付添い、 事件記録の閲覧、 証

拠品の返還などの各種手続きの手助け、関係機関等の紹介など 

○ 被害者等通知制度

事件の処分結果、刑事裁判の結果、受刑中の犯人の刑務所における処遇状況、刑

務所からの出所予定時期などに関する情報の提供が受けられる制度 

○ 公判段階における制度

被害者参加制度、 心情等の意見陳述、 被害者等の優先的な傍聴、 公判記録の閲

覧・コピー、刑事和解など 

○ 事件記録の閲覧制度

起訴され、確定した刑事確定訴訟記録、不起訴処分となった不起訴記録の閲覧 

○ 裁判後の段階における制度

加害者の刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、加害者の

仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度、加害者の保護観察中における被害

者等の心情等の聴取・伝達制度

３） 日本司法支援センター（法テラス） における支援

法テラスでは、 被害者等に対する以下の支援があります。詳しくは「法テラス犯罪

被害者ダイヤル」 や最寄りの法テラス地方事務所にご相談ください。 （連絡先等：

p.52参照）

○ 情報提供制度

法制度や相談窓口の無料案内など

○ 弁護士紹介

犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介

○ 犯罪被害者等支援弁護士制度

危険運転致死などの故意の犯罪行為により人を死亡させた罪の被害者の御遺族

又は一定の要件を満たす危険運転致傷などの故意の犯罪行為により人を負傷させ

た罪の被害者等に対し、 一定の資力要件を満たす場合に、 原則無料で刑事・民事を

問わず弁護士による包括的・継続的な援助を行う制度

＜支援の例＞ ・弁護士による無料法律相談

 ・刑事手続～被害の届出、捜査機関や裁判所対応

 ・民事手続～損害賠償に向けた加害者との交渉、民事執行手続

 ・その他～報道対応、犯罪被害者等給付金申請

○ 民事法律扶助制度

収入など一定の資力要件を満たす方に対し、 民事手続に関する法律相談や弁護

士費用の立替を行う制度

4) 自動車事故対策機構による支援

独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）では、交通遺児や重度後遺障害者等へ

の支援を行っております。詳しくはナスバ本部や最寄りのナスバ支所にご相談くださ

い。（連絡先等：p.61参照）

○ 交通事故被害者ホットライン

交通事故被害者のお困り事に応じて自治体や各種相談機関、 損害保険及び紛争

処理等の相談窓口をご案内しております。（連絡先等：p.59参照）

○ 自動車事故被害者 ・遺族等団体による相談支援

同じ悩みを持つ当事者による相談先の確保・充実に努めています。 （連絡先等：

p.61 参照）

○ 介護相談

介護福祉士等の専門の知識を有する相談員が、介護料受給者※やそのご家族から

の在宅介護等に関する相談に対応します。

※ 介護料受給者とは、ナスバが支給する介護料を受給されている方のこと（連絡先等：p.60参照）

○ 訪問支援

介護料受給者のお宅にナスバ職員が訪問し、被害者本人やそのご家族からのご意

見等を伺い、きめの細かい相談対応と、専門的な見地から情報提供を行います。

○ 交流会や交通遺児友の会

介護料受給者やそのご家族の交流会や交通遺児等友の会会員を対象とした友の

会の集いを開催し、相互の情報交換や体験学習などを行っております。

5) 都道府県や市区町村における支援 

都道府県や市区町村では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。

○ 総合的対応窓口（都道府県、市区町村）

都道府県や市区町村では、 国・自治体などの関係機関が行っている支援に関する

情報提供を行い、 被害者等が必要とする支援をスムーズに受けられるよう、 関係機

関との連絡・調整を行う総合的対応窓口を設け、 交通事故被害者を含む犯罪被害者

への相談支援を行っています。（連絡先等：p.51 参照）

○ 障害福祉サービス（市区町村）

障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立

支援給付（ホームヘルプ、 施設入所など） と市区町村等の創意工夫により実施する

地域生活支援事業のサービスがあります。

○ 障害者手帳（市区町村）

障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、障害の程度によって障害

者手帳の交付を受けることができます。（連絡先等：p.59参照）

○　障害者手帳の交付を受けることによって、住宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給
付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引などが受けられます。

○ こどもの一時預かり（市区町村）

交通事故によるケガの治療や裁判への出廷のため、こどもを誰かに一時的に預か

ってもらうことが必要となる場合があるかと思います。そのような場合には、 ファミ

リー・サポート・センター事業や一時保育などの支援を市区町村が行っている場合が

あります。（連絡先等：p.57参照）

○ こどもの心のケア（都道府県、市区町村）

交通事故が原因で、 お子さまが家事や家族のお世話を日常的に行うこと（いわゆ

るヤングケアラー） となり、 それにより、 学校生活に影響がでたり、 体やこころに不

調がでてしまうことがあります。そのような場合には、 最寄りのこども家庭センター

（連絡先はお住まいの市町村） やスクールソーシャルワーカー・スクールカウンセ

ラーなどで相談支援を行っています。

6) 民間被害者支援団体による支援 

被害者のニーズは多岐に渡っており、関係機関・団体等が相互に連携しています。

公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟の民間被害者支援団体（被害者支

援センター）は各都道府県にあります。また、無料で支援が受けられます。（連絡先等：

p.51参照）※被害者支援センターによって、支援内容は異なります。

【主な支援内容】 

○　電話相談、面接相談 

○　病院や警察、裁判所、自治体窓口等への付添い 

○　心のケア（カウンセリング等） 

○　日常生活の支援 

○　自助グループ（被害者遺族の会等）への支援 　　　等
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３） 日本司法支援センター（法テラス） における支援

4) 自動車事故対策機構による支援

警察、検察庁、都道府県、市区町村、自動車事故対策機構、被害者団体等では、被害者

等に対するさまざまな支援を行っております。経済的な支援については、p.11〜12をご

覧ください。

1） 警察における支援

警察では、被害者等に対する以下の支援があります。詳しくは、交通事故を取り扱っ 

た警察署にご相談ください。（連絡先等：p.51 参照）

○ 被害者等への情報提供

刑事手続の概要、被害者等が利用できる制度、捜査の状況、自動車損害賠償責任

保険等の自動車保険制度、各種相談機関・窓口など 

○ 相談・カウンセリング体制の整備

警察本部や最寄りの警察署交通課における相談窓口の設置、 精神的被害を軽減

するためのカウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、 精神科

医や民間のカウンセラーとの連携など 

○ 捜査過程における被害者等の負担軽減

被害者用事情聴取室・被害者支援用車両の整備、実況見分や病院への付添い、各

種相談の受理など 

○ 被害者等の安全の確保

同じ相手方から再び危害を加えられること等の防止など 

○ 交通安全活動推進センター

都道府県公安委員会の指定を受けた法人となり、 交通事故に関する各種相談に

応じています。

2) 検察庁等における支援

検察庁等では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。詳しくは、

事件担当検察官または、 最寄りの検察庁の被害者ホットラインへご相談ください。

（連絡先等：p.51 参照）

○ 被害者支援員制度

被害者やご家族等からの相談対応、 法廷への案内・付添い、 事件記録の閲覧、 証

拠品の返還などの各種手続きの手助け、関係機関等の紹介など 

○ 被害者等通知制度

事件の処分結果、刑事裁判の結果、受刑中の犯人の刑務所における処遇状況、刑

務所からの出所予定時期などに関する情報の提供が受けられる制度 

○ 公判段階における制度

被害者参加制度、 心情等の意見陳述、 被害者等の優先的な傍聴、 公判記録の閲

覧・コピー、刑事和解など 

○ 事件記録の閲覧制度

起訴され、確定した刑事確定訴訟記録、不起訴処分となった不起訴記録の閲覧 

○ 裁判後の段階における制度

加害者の刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、加害者の

仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度、加害者の保護観察中における被害

者等の心情等の聴取・伝達制度

３） 日本司法支援センター（法テラス） における支援

法テラスでは、 被害者等に対する以下の支援があります。詳しくは「法テラス犯罪

被害者ダイヤル」 や最寄りの法テラス地方事務所にご相談ください。 （連絡先等：

p.52参照）

○ 情報提供制度

法制度や相談窓口の無料案内など

○ 弁護士紹介

犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介

○ 犯罪被害者等支援弁護士制度

危険運転致死などの故意の犯罪行為により人を死亡させた罪の被害者の御遺族

又は一定の要件を満たす危険運転致傷などの故意の犯罪行為により人を負傷させ

た罪の被害者等に対し、 一定の資力要件を満たす場合に、 原則無料で刑事・民事を

問わず弁護士による包括的・継続的な援助を行う制度

＜支援の例＞ ・弁護士による無料法律相談

 ・刑事手続～被害の届出、捜査機関や裁判所対応

 ・民事手続～損害賠償に向けた加害者との交渉、民事執行手続

 ・その他～報道対応、犯罪被害者等給付金申請

○ 民事法律扶助制度

収入など一定の資力要件を満たす方に対し、 民事手続に関する法律相談や弁護

士費用の立替を行う制度

4) 自動車事故対策機構による支援

独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）では、交通遺児や重度後遺障害者等へ

の支援を行っております。詳しくはナスバ本部や最寄りのナスバ支所にご相談くださ

い。（連絡先等：p.61参照）

○ 交通事故被害者ホットライン

交通事故被害者のお困り事に応じて自治体や各種相談機関、 損害保険及び紛争

処理等の相談窓口をご案内しております。（連絡先等：p.59参照）

○ 自動車事故被害者 ・遺族等団体による相談支援

同じ悩みを持つ当事者による相談先の確保・充実に努めています。 （連絡先等：

p.61 参照）

○ 介護相談

介護福祉士等の専門の知識を有する相談員が、介護料受給者※やそのご家族から

の在宅介護等に関する相談に対応します。

※ 介護料受給者とは、ナスバが支給する介護料を受給されている方のこと（連絡先等：p.60参照）

○ 訪問支援

介護料受給者のお宅にナスバ職員が訪問し、被害者本人やそのご家族からのご意

見等を伺い、きめの細かい相談対応と、専門的な見地から情報提供を行います。

○ 交流会や交通遺児友の会

介護料受給者やそのご家族の交流会や交通遺児等友の会会員を対象とした友の

会の集いを開催し、相互の情報交換や体験学習などを行っております。

5) 都道府県や市区町村における支援 

都道府県や市区町村では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。

○ 総合的対応窓口（都道府県、市区町村）

都道府県や市区町村では、 国・自治体などの関係機関が行っている支援に関する

情報提供を行い、 被害者等が必要とする支援をスムーズに受けられるよう、 関係機

関との連絡・調整を行う総合的対応窓口を設け、 交通事故被害者を含む犯罪被害者

への相談支援を行っています。（連絡先等：p.51 参照）

○ 障害福祉サービス（市区町村）

障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立

支援給付（ホームヘルプ、 施設入所など） と市区町村等の創意工夫により実施する

地域生活支援事業のサービスがあります。

○ 障害者手帳（市区町村）

障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、障害の程度によって障害

者手帳の交付を受けることができます。（連絡先等：p.59参照）

○　障害者手帳の交付を受けることによって、住宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給
付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引などが受けられます。

○ こどもの一時預かり（市区町村）

交通事故によるケガの治療や裁判への出廷のため、こどもを誰かに一時的に預か

ってもらうことが必要となる場合があるかと思います。そのような場合には、 ファミ

リー・サポート・センター事業や一時保育などの支援を市区町村が行っている場合が

あります。（連絡先等：p.57参照）

○ こどもの心のケア（都道府県、市区町村）

交通事故が原因で、 お子さまが家事や家族のお世話を日常的に行うこと（いわゆ

るヤングケアラー） となり、 それにより、 学校生活に影響がでたり、 体やこころに不

調がでてしまうことがあります。そのような場合には、 最寄りのこども家庭センター

（連絡先はお住まいの市町村） やスクールソーシャルワーカー・スクールカウンセ

ラーなどで相談支援を行っています。

6) 民間被害者支援団体による支援 

被害者のニーズは多岐に渡っており、関係機関・団体等が相互に連携しています。

公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟の民間被害者支援団体（被害者支

援センター）は各都道府県にあります。また、無料で支援が受けられます。（連絡先等：

p.51参照）※被害者支援センターによって、支援内容は異なります。

【主な支援内容】 

○　電話相談、面接相談 

○　病院や警察、裁判所、自治体窓口等への付添い 

○　心のケア（カウンセリング等） 

○　日常生活の支援 

○　自助グループ（被害者遺族の会等）への支援 　　　等

9



5) 都道府県や市区町村における支援 

6) 民間被害者支援団体による支援 

警察、検察庁、都道府県、市区町村、自動車事故対策機構、被害者団体等では、被害者

等に対するさまざまな支援を行っております。経済的な支援については、p.11〜12をご

覧ください。

1） 警察における支援

警察では、被害者等に対する以下の支援があります。詳しくは、交通事故を取り扱っ 

た警察署にご相談ください。（連絡先等：p.51 参照）

○ 被害者等への情報提供

刑事手続の概要、被害者等が利用できる制度、捜査の状況、自動車損害賠償責任

保険等の自動車保険制度、各種相談機関・窓口など 

○ 相談・カウンセリング体制の整備

警察本部や最寄りの警察署交通課における相談窓口の設置、 精神的被害を軽減

するためのカウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、 精神科

医や民間のカウンセラーとの連携など 

○ 捜査過程における被害者等の負担軽減

被害者用事情聴取室・被害者支援用車両の整備、実況見分や病院への付添い、各

種相談の受理など 

○ 被害者等の安全の確保

同じ相手方から再び危害を加えられること等の防止など 

○ 交通安全活動推進センター

都道府県公安委員会の指定を受けた法人となり、 交通事故に関する各種相談に

応じています。

2) 検察庁等における支援

検察庁等では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。詳しくは、

事件担当検察官または、 最寄りの検察庁の被害者ホットラインへご相談ください。

（連絡先等：p.51 参照）

○ 被害者支援員制度

被害者やご家族等からの相談対応、 法廷への案内・付添い、 事件記録の閲覧、 証

拠品の返還などの各種手続きの手助け、関係機関等の紹介など 

○ 被害者等通知制度

事件の処分結果、刑事裁判の結果、受刑中の犯人の刑務所における処遇状況、刑

務所からの出所予定時期などに関する情報の提供が受けられる制度 

○ 公判段階における制度

被害者参加制度、 心情等の意見陳述、 被害者等の優先的な傍聴、 公判記録の閲

覧・コピー、刑事和解など 

○ 事件記録の閲覧制度

起訴され、確定した刑事確定訴訟記録、不起訴処分となった不起訴記録の閲覧 

○ 裁判後の段階における制度

加害者の刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、加害者の

仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度、加害者の保護観察中における被害

者等の心情等の聴取・伝達制度

３） 日本司法支援センター（法テラス） における支援

法テラスでは、 被害者等に対する以下の支援があります。詳しくは「法テラス犯罪

被害者ダイヤル」 や最寄りの法テラス地方事務所にご相談ください。 （連絡先等：

p.52参照）

○ 情報提供制度

法制度や相談窓口の無料案内など

○ 弁護士紹介

犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介

○ 犯罪被害者等支援弁護士制度

危険運転致死などの故意の犯罪行為により人を死亡させた罪の被害者の御遺族

又は一定の要件を満たす危険運転致傷などの故意の犯罪行為により人を負傷させ

た罪の被害者等に対し、 一定の資力要件を満たす場合に、 原則無料で刑事・民事を

問わず弁護士による包括的・継続的な援助を行う制度

＜支援の例＞ ・弁護士による無料法律相談

 ・刑事手続～被害の届出、捜査機関や裁判所対応

 ・民事手続～損害賠償に向けた加害者との交渉、民事執行手続

 ・その他～報道対応、犯罪被害者等給付金申請

○ 民事法律扶助制度

収入など一定の資力要件を満たす方に対し、 民事手続に関する法律相談や弁護

士費用の立替を行う制度

4) 自動車事故対策機構による支援

独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）では、交通遺児や重度後遺障害者等へ

の支援を行っております。詳しくはナスバ本部や最寄りのナスバ支所にご相談くださ

い。（連絡先等：p.61参照）

○ 交通事故被害者ホットライン

交通事故被害者のお困り事に応じて自治体や各種相談機関、 損害保険及び紛争

処理等の相談窓口をご案内しております。（連絡先等：p.59参照）

○ 自動車事故被害者 ・遺族等団体による相談支援

同じ悩みを持つ当事者による相談先の確保・充実に努めています。 （連絡先等：

p.61 参照）

○ 介護相談

介護福祉士等の専門の知識を有する相談員が、介護料受給者※やそのご家族から

の在宅介護等に関する相談に対応します。

※ 介護料受給者とは、ナスバが支給する介護料を受給されている方のこと（連絡先等：p.60参照）

○ 訪問支援

介護料受給者のお宅にナスバ職員が訪問し、被害者本人やそのご家族からのご意

見等を伺い、きめの細かい相談対応と、専門的な見地から情報提供を行います。

○ 交流会や交通遺児友の会

介護料受給者やそのご家族の交流会や交通遺児等友の会会員を対象とした友の

会の集いを開催し、相互の情報交換や体験学習などを行っております。

5) 都道府県や市区町村における支援 

都道府県や市区町村では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。

○ 総合的対応窓口（都道府県、市区町村）

都道府県や市区町村では、 国・自治体などの関係機関が行っている支援に関する

情報提供を行い、 被害者等が必要とする支援をスムーズに受けられるよう、 関係機

関との連絡・調整を行う総合的対応窓口を設け、 交通事故被害者を含む犯罪被害者

への相談支援を行っています。（連絡先等：p.51 参照）

○ 障害福祉サービス（市区町村）

障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立

支援給付（ホームヘルプ、 施設入所など） と市区町村等の創意工夫により実施する

地域生活支援事業のサービスがあります。

○ 障害者手帳（市区町村）

障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、障害の程度によって障害

者手帳の交付を受けることができます。（連絡先等：p.59参照）

○　障害者手帳の交付を受けることによって、住宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給
付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引などが受けられます。

○ こどもの一時預かり（市区町村）

交通事故によるケガの治療や裁判への出廷のため、こどもを誰かに一時的に預か

ってもらうことが必要となる場合があるかと思います。そのような場合には、 ファミ

リー・サポート・センター事業や一時保育などの支援を市区町村が行っている場合が

あります。（連絡先等：p.57参照）

○ こどもの心のケア（都道府県、市区町村）

交通事故が原因で、 お子さまが家事や家族のお世話を日常的に行うこと（いわゆ

るヤングケアラー） となり、 それにより、 学校生活に影響がでたり、 体やこころに不

調がでてしまうことがあります。そのような場合には、 最寄りのこども家庭センター

（連絡先はお住まいの市町村） やスクールソーシャルワーカー・スクールカウンセ

ラーなどで相談支援を行っています。

6) 民間被害者支援団体による支援 

被害者のニーズは多岐に渡っており、関係機関・団体等が相互に連携しています。

公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟の民間被害者支援団体（被害者支

援センター）は各都道府県にあります。また、無料で支援が受けられます。（連絡先等：

p.51参照）※被害者支援センターによって、支援内容は異なります。

【主な支援内容】 

○　電話相談、面接相談 

○　病院や警察、裁判所、自治体窓口等への付添い 

○　心のケア（カウンセリング等） 

○　日常生活の支援 

○　自助グループ（被害者遺族の会等）への支援 　　　等
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7） 経済的な支援7） 経済的な支援

制度名 窓口
対象 対象 手続き

した日等

連絡先

参照ページ死亡 後遺障害 ケガ 概要

□遺族年金 年金事務所 ◯◯ 事故で亡くなった方の遺族 p.57 

□障害年金 年金事務所 ◯◯ 事故で障害が残った方 p.57 

□労災年金 労働基準監督署 ◯◯ ◯◯ 業務中、通勤中の事故で亡くなった方の遺族や障害が残った者 p.57 

□労災介護給付 労働基準監督署 ◯◯ 業務中、通勤途中の事故で介護が必要となる障害が残った者 p.57 

□奨学金貸与制度 交通遺児育英会 ◯◯ ◯◯ 交通遺児等（高校生以上） p.58 

□奨学金貸与制度 日本学生支援機構 交通事故に限らず、短大・大学生等 p.58 

□交通遺児育成基金制度 交通遺児等育成基金 ◯◯ 交通遺児（満16歳未満） p.58 

□生活資金等の支給 交通遺児等育成基金 ◯◯ ◯◯ 交通遺児等（中学生まで） p.58 

□交通遺児修学資金支援事業 道路厚生会 ◯◯ 高速道路上の事故による交通遺児（高校生） p.58 

□介護料の支給 自動車事故対策機構 ◯◯ 自動車事故によって介護が必要となる障害が残った者 p.60 

□短期入院・入所費用助成 自動車事故対策機構 ◯◯ 自動車事故対策機構の介護料の受給者 p.60 

□交通遺児等貸付制度 自動車事故対策機構 ◯◯ ◯◯ 交通遺児等（中学生まで） p.60 

□生活福祉資金貸付制度 市区町村、社会福祉協議会 交通事故に限らず、低所得・障害者手帳世帯 p.58 

□母子・父子福祉資金貸付制度 都道府県、市区町村 ひとり親家庭・父母がいない児童 p.58 

□見舞金の給付 都道府県、市区町村 ◯◯ ◯◯ 犯罪被害者が死亡したり、ケガを負った場合 p.58 

□自立支援医療制度 市区町村 心身の障害を除去・軽減するための医療を受けた方 p.59 

□国選弁護制度 日本司法支援センター 被害者参加制度の利用者 p.52 

□日本弁護士連合会委託援助
　 （犯罪被害者法律援助）

日本司法支援センター 刑事裁判や少年審判等にかかる被害者やそのご家族 p.52 

□民事法律扶助制度 日本司法支援センター 法的トラブルにあった経済的に余裕がない方（民事のみ） p.52 

□犯罪被害者等支援弁護士制度 日本司法支援センター 「犯罪被害者等支援弁護士制度」（P.9）に該当する被害者等 p.52 
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制度名 窓口
対象 対象 手続き

した日等

連絡先

参照ページ死亡 後遺障害 ケガ 概要

□遺族年金 年金事務所 ◯◯ 事故で亡くなった方の遺族 p.57 

□障害年金 年金事務所 ◯◯ 事故で障害が残った方 p.57 

□労災年金 労働基準監督署 ◯◯ ◯◯ 業務中、通勤中の事故で亡くなった方の遺族や障害が残った者 p.57 

□労災介護給付 労働基準監督署 ◯◯ 業務中、通勤途中の事故で介護が必要となる障害が残った者 p.57 

□奨学金貸与制度 交通遺児育英会 ◯◯ ◯◯ 交通遺児等（高校生以上） p.58 

□奨学金貸与制度 日本学生支援機構 交通事故に限らず、短大・大学生等 p.58 

□交通遺児育成基金制度 交通遺児等育成基金 ◯◯ 交通遺児（満16歳未満） p.58 

□生活資金等の支給 交通遺児等育成基金 ◯◯ ◯◯ 交通遺児等（中学生まで） p.58 

□交通遺児修学資金支援事業 道路厚生会 ◯◯ 高速道路上の事故による交通遺児（高校生） p.58 

□介護料の支給 自動車事故対策機構 ◯◯ 自動車事故によって介護が必要となる障害が残った者 p.60 

□短期入院・入所費用助成 自動車事故対策機構 ◯◯ 自動車事故対策機構の介護料の受給者 p.60 

□交通遺児等貸付制度 自動車事故対策機構 ◯◯ ◯◯ 交通遺児等（中学生まで） p.60 

□生活福祉資金貸付制度 市区町村、社会福祉協議会 交通事故に限らず、低所得・障害者手帳世帯 p.58 

□母子・父子福祉資金貸付制度 都道府県、市区町村 ひとり親家庭・父母がいない児童 p.58 

□見舞金の給付 都道府県、市区町村 ◯◯ ◯◯ 犯罪被害者が死亡したり、ケガを負った場合 p.58 

□自立支援医療制度 市区町村 心身の障害を除去・軽減するための医療を受けた方 p.59 

□国選弁護制度 日本司法支援センター 被害者参加制度の利用者 p.52 

□日本弁護士連合会委託援助
　 （犯罪被害者法律援助）

日本司法支援センター 刑事裁判や少年審判等にかかる被害者やそのご家族 p.52 

□民事法律扶助制度 日本司法支援センター 法的トラブルにあった経済的に余裕がない方（民事のみ） p.52 

□犯罪被害者等支援弁護士制度 日本司法支援センター 「犯罪被害者等支援弁護士制度」（P.9）に該当する被害者等 p.52 
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1) 医療機関の受診 

2) 療護施設（遷延性意識障害専門の病院） 

3) 医療ソーシャルワーカー（MSW） 

1) 医療機関の受診 

交通事故にあったら、医療機関等の受診をおすすめします。軽傷であっても治療費

等の請求には医師による診断が必要となります。

また、出血を伴った負傷等がない場合であっても、頭部外傷等により高次脳機能障

害※が残ったり、脳脊髄液減少（漏出）症※を発症することもあるため、心当たりがある

場合には、早めに専門医療機関へ相談してみましょう。

※ 高次脳機能障害とは、外傷性脳損傷などの後遺障害として記憶障害、注意障害、遂行機能障害、

社会的行動障害などを伴う障害です。具体的には、以前と比べて忘れっぽい、落ち着きがない、

ぼーっとしているなど症状はさまざまですが、外見からは分かりにくい障害であり、事故からし

ばらくして日常生活に戻った頃に症状に気づくこともあります。各都道府県の高次脳機能障害支

援拠点機関では、高次脳機能障害に関するさまざまな問題について、障害のある方や家族等から

の相談に応じ、課題解決のために必要な支援を行っています（連絡先等：p.53～57参照）。

※ 脳脊髄液減少（漏出）症とは、脳脊髄液の漏出により、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感などのさ

まざまな症状が現れる病気です。現在、研究が進められているところですが、平成28年4月に保

険適用となったブラッドパッチ療法や水分補給、安静にすることが有効な治療法と言われていま

す。

2) 療護施設（遷延性意識障害専門の病院） 

自動車事故により脳を損傷し、重度の意識障害が継続する状態（遷延性意識障害※）

にあり、治療と常時の介護を必要とする方を専門に治療・看護を行う療護施設（療護

センター及び委託病床）が、ナスバにより、全国12か所に設置・運営されています。

これらの療護施設への入院期間は概ね3年以内となり、入院の承認は、治療及び介

護の必要性、脱却の可能性等を総合的に判断して行われます。（連絡先等：p.60 参照）

※ 遷延性意識障害とは、自力移動・摂食、意思疎通、意味のある発語が不可能など重度の意識障害

のことです。 

3) 医療ソーシャルワーカー（MSW） 

病院には、医療ソーシャルワーカー（MSW）という専門職が「医療相談室」や「地域連

携室」等に配置されている場合があります。 MSWは患者やご家族の心理的・社会的・

経済的問題の解決の支援や退院（転院）、社会復帰の支援などを行っています。 

4) 短期入院・短期入所協力事業 

国土交通省では、家族の自宅介護を受ける重度後遺障害者の方々の健康維持や家

族の負担軽減のため、ナスバの介護料受給者の短期入院を積極的に受け入れる病院

を「短期入院協力病院」、短期入所を積極的に受け入れる施設を「短期入所協力施設」

として指定しています。詳しくは自賠責保険・共済ポータルサイトをご参照ください。

（連絡先等：p.62参照） 

5) 治療費（保険制度） 

被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。 当面の費用について、相

手方からの支払のほか、被害者が負担する場合には、各種保険制度を利用できます。 

詳しくは治療を受けている病院や加入している健康保険組合などに相談してみましょ

う。 

① 自賠責保険（共済）、任意保険（共済） 

自賠責保険では、当面の費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金制度※

があります。 

※ 仮渡金制度では、加害者が加入している損害保険会社（共済組合）に対し、死亡（290万円）、

傷害（ケガの程度に応じて40万円、20万円、5万円）が請求できます。 

② 労災保険

業務中または通勤途中に交通事故にあった場合、 労災保険に請求することができ

ます。（連絡先等：p.57参照） 

③ 健康保険・国民健康保険

交通事故以外の病気・怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うこと

ができます。 

○ 一ヶ月の医療費の自己負担額が高額となった場合、一定金額（自己負担限度額）を超えた分が払
い戻しされる制度（高額療養費）があります。 

6) 障害が残ったら 

交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が期待できなくなり、将来におい

ても回復が見込めない場合には、その症状が固定した（障害が残った）ことについて、

医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続きをすることができます。 

○ 自動車事故による後遺障害と認められるには、事故と後遺障害との間に相当因果関係が認められ
ることなどが必要です。 

○ 後遺障害に関する支援の内容は、8～12ページをご覧ください。 

○ 後遺障害に関する自賠責保険の保障内容は、32ページをご覧ください。

.  
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4) 短期入院・短期入所協力事業 

5) 治療費（保険制度） 

6) 障害が残ったら 

1) 医療機関の受診 

交通事故にあったら、医療機関等の受診をおすすめします。軽傷であっても治療費

等の請求には医師による診断が必要となります。

また、出血を伴った負傷等がない場合であっても、頭部外傷等により高次脳機能障

害※が残ったり、脳脊髄液減少（漏出）症※を発症することもあるため、心当たりがある

場合には、早めに専門医療機関へ相談してみましょう。

※ 高次脳機能障害とは、外傷性脳損傷などの後遺障害として記憶障害、注意障害、遂行機能障害、

社会的行動障害などを伴う障害です。具体的には、以前と比べて忘れっぽい、落ち着きがない、

ぼーっとしているなど症状はさまざまですが、外見からは分かりにくい障害であり、事故からし

ばらくして日常生活に戻った頃に症状に気づくこともあります。各都道府県の高次脳機能障害支

援拠点機関では、高次脳機能障害に関するさまざまな問題について、障害のある方や家族等から

の相談に応じ、課題解決のために必要な支援を行っています（連絡先等：p.53～57参照）。

※ 脳脊髄液減少（漏出）症とは、脳脊髄液の漏出により、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感などのさ

まざまな症状が現れる病気です。現在、研究が進められているところですが、平成28年4月に保

険適用となったブラッドパッチ療法や水分補給、安静にすることが有効な治療法と言われていま

す。

2) 療護施設（遷延性意識障害専門の病院） 

自動車事故により脳を損傷し、重度の意識障害が継続する状態（遷延性意識障害※）

にあり、治療と常時の介護を必要とする方を専門に治療・看護を行う療護施設（療護

センター及び委託病床）が、ナスバにより、全国12か所に設置・運営されています。

これらの療護施設への入院期間は概ね3年以内となり、入院の承認は、治療及び介

護の必要性、脱却の可能性等を総合的に判断して行われます。（連絡先等：p.60 参照）

※ 遷延性意識障害とは、自力移動・摂食、意思疎通、意味のある発語が不可能など重度の意識障害

のことです。 

3) 医療ソーシャルワーカー（MSW） 

病院には、医療ソーシャルワーカー（MSW）という専門職が「医療相談室」や「地域連

携室」等に配置されている場合があります。 MSWは患者やご家族の心理的・社会的・

経済的問題の解決の支援や退院（転院）、社会復帰の支援などを行っています。 

4) 短期入院・短期入所協力事業 

国土交通省では、家族の自宅介護を受ける重度後遺障害者の方々の健康維持や家

族の負担軽減のため、ナスバの介護料受給者の短期入院を積極的に受け入れる病院

を「短期入院協力病院」、短期入所を積極的に受け入れる施設を「短期入所協力施設」

として指定しています。詳しくは自賠責保険・共済ポータルサイトをご参照ください。

（連絡先等：p.62参照） 

5) 治療費（保険制度） 

被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。 当面の費用について、相

手方からの支払のほか、被害者が負担する場合には、各種保険制度を利用できます。 

詳しくは治療を受けている病院や加入している健康保険組合などに相談してみましょ

う。 

① 自賠責保険（共済）、任意保険（共済） 

自賠責保険では、当面の費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金制度※

があります。 

※ 仮渡金制度では、加害者が加入している損害保険会社（共済組合）に対し、死亡（290万円）、

傷害（ケガの程度に応じて40万円、20万円、5万円）が請求できます。 

② 労災保険

業務中または通勤途中に交通事故にあった場合、 労災保険に請求することができ

ます。（連絡先等：p.57参照） 

③ 健康保険・国民健康保険

交通事故以外の病気・怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うこと

ができます。 

○ 一ヶ月の医療費の自己負担額が高額となった場合、一定金額（自己負担限度額）を超えた分が払
い戻しされる制度（高額療養費）があります。 

6) 障害が残ったら 

交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が期待できなくなり、将来におい

ても回復が見込めない場合には、その症状が固定した（障害が残った）ことについて、

医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続きをすることができます。 

○ 自動車事故による後遺障害と認められるには、事故と後遺障害との間に相当因果関係が認められ
ることなどが必要です。 

○ 後遺障害に関する支援の内容は、8～12ページをご覧ください。 

○ 後遺障害に関する自賠責保険の保障内容は、32ページをご覧ください。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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人と人との繋がりは心を優しくしてくれます。そして生きる力を、勇気をくれます。
決してあなたは1人ではない。

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。



 

 
26  

 

NPO LifeNet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。

『生きる事・諦めない事』をいつも思って下さい。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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1） 限度額や補償内容等について

.  

-  

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経

済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としてお

ります。なお、無保険車やひき逃げによる事故の被害者に対しては、政府保障事業によ

って、救済が図られています 。

詳しくは、自賠責保険・共済ポータルサイトをご確認ください。(連絡先等:p.62参照)
 

1） 限度額や補償内容等について

自賠責保険(共済)の限度額や補償内容、請求できる期間は以下のとおりとなります。

○ 限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金（共済金）には、 最大で傷害（120万円）、 後遺障

害（4,000万円）、死亡（3,000万円）となります。

○ 当面の費用を賄うお金が早く受け取れるようにするための仮渡金制度や任意保険会社が被保険者

等に対して任意保険と自賠責保険のお支払いをまとめて行う一括払い制度があります。

○ 請求できる期間

自賠責保険 (共済 )の請求は、被害者、加害者のどちらでもできますが、被害者が

請求できる期間は、以下のとおりとなります。

○ 上記請求期限を迎えると、保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が

遅れる場合は、時効の更新制度があるので、損害保険会社(共済組合)にご相談ください 。

※ 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待でき

なくなった時をいい、医師により判断されます 。

2） 政府保障事業

政府保障事業は、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ」や「無保険(共済)」

の事故にあわれた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他

の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害

者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府がその損害を塡補する制度です。

○ 請求方法

政府保障事業は、保険代理店では受付をしていないため、被害者が直接、以下の損

害保険会社 （共済組合） の窓口へ請求してください。

被害者がお亡くなりになった場合の請求権者は、 法定相続人及び遺族慰謝料請求

権者（被害者の配偶者、子及び父母） です。

○ 請求できる期間

※ 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待でき

なくなったときをいい、医師により判断されます。
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2） 政府保障事業

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経

済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としてお

ります。なお、無保険車やひき逃げによる事故の被害者に対しては、政府保障事業によ

って、救済が図られています 。

詳しくは、自賠責保険・共済ポータルサイトをご確認ください。(連絡先等:p.62参照)
 

1） 限度額や補償内容等について

自賠責保険(共済)の限度額や補償内容、請求できる期間は以下のとおりとなります。

○ 限度額と補償内容

損害に応じて支払われる保険金（共済金）には、 最大で傷害（120万円）、 後遺障

害（4,000万円）、死亡（3,000万円）となります。

○ 当面の費用を賄うお金が早く受け取れるようにするための仮渡金制度や任意保険会社が被保険者

等に対して任意保険と自賠責保険のお支払いをまとめて行う一括払い制度があります。

○ 請求できる期間

自賠責保険 (共済 )の請求は、被害者、加害者のどちらでもできますが、被害者が

請求できる期間は、以下のとおりとなります。

○ 上記請求期限を迎えると、保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が

遅れる場合は、時効の更新制度があるので、損害保険会社(共済組合)にご相談ください 。

※ 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待でき

なくなった時をいい、医師により判断されます 。

2） 政府保障事業

政府保障事業は、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ」や「無保険(共済)」

の事故にあわれた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他

の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害

者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府がその損害を塡補する制度です。

○ 請求方法

政府保障事業は、保険代理店では受付をしていないため、被害者が直接、以下の損

害保険会社 （共済組合） の窓口へ請求してください。

被害者がお亡くなりになった場合の請求権者は、 法定相続人及び遺族慰謝料請求

権者（被害者の配偶者、子及び父母） です。

○ 請求できる期間

※ 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待でき

なくなったときをいい、医師により判断されます。

あいおいニッセイ同和損害保険㈱

共栄火災海上保険㈱

セコム損害保険㈱

全国共済農業協同組合連合会

全国自動車共済協同組合連合会

全国トラック交通共済協同組合連合会

全国労働者共済生活協同組合連合会

損害保険ジャパン㈱

大同火災海上保険㈱

東京海上日動火災保険㈱

日新火災海上保険㈱

三井住友海上火災保険㈱

明治安田損害保険㈱

楽天損害保険㈱

AIG損害保険㈱

Chubb 損害保険㈱

SOMPOダイレクト損害保険㈱

（五十音順）
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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1) 被害者こそ、法律のプロによるサポートが必要

2) 相談先について

.  

-  

1) 被害者こそ、法律のプロによるサポートが必要

被害者は何の準備もなく交通事故にあい、そして司法制度に巻き込まれていくこと

になります。消滅時効が完成して損害賠償請求ができなくなったり、相手方のペース

で物事を運ばれてしまい取り返しのつかない事態になるようなことがないように、疑

問点等があれば、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

○ 弁護士にも得意・不得意の分野があります。2～ 3 人の弁護士に面談などをして、相談しやすい

方に頼みましょう。

○ 不安なことは事前にメモなどにして相談に行きましょう。

○ どうしても合わないときには、セカンドオピニオンのようにその他の弁護士への相談も検討しま

しょう。

2) 相談先について

○ 日弁連交通事故相談センター

（公財）日弁連交通事故相談センターでは、 弁護士による自動車事故の損害賠償

問題に関する電話相談や面接相談を、全国154か所（令和8年1月現在）の相談所

において無料で応じています。そのため、交通事故に詳しい弁護士が多く在籍して

いる団体です。（連絡先等 : p.52 参照）

○ 日本司法支援センター(法テラス) 

法テラスでは、被害にあわれた方やそのご家族の状況に応じて、犯罪被害者支援

の経験や理解のある弁護士を紹介しています。また、一定の要件を満たす場合には、

弁護士による支援を受けられる制度 （P.9） を設けています。 （連絡先等 :p.52 参

照）

○ 民間被害者支援団体

都道府県には、被害者を支援する民間被害者支援団体（全国被害者支援ネット

ワーク加盟の被害者支援センター）があります。こちらでは被害者に理解のある弁

護士と協力関係にあります。（連絡先等 :p.51 参照）

○ 犯罪被害者支援弁護士フォーラム

犯罪被害者の立場に立ち、 法律を分かりやすく説明することに心がけ、 被害者の

権利と利益を守っていくことや、犯罪被害者支援に必要な法律について研究を行っ 

ている団体です。（連絡先等 :p.52 参照）

○ 当事者や遺族の作る被害者団体

被害者や遺族が作った被害者団体は、 各地域に存在しています。被害者団体の中

には、 弁護士と協力関係にある場合もありますので、 被害者団体から、 被害者に理

解のある弁護士を紹介してもらうことも期待できるでしょう。警察庁のホームペー

ジの「犯罪被害者団体 （自助グループ）」 （連絡先等 :p.59参照） や自賠責保険・共

済ポータルサイトの 「被害者団体の相談窓口」 （連絡先等 :p.62参照） などに被害

者団体ホームページへのリンクがあります。

○ 各都道府県等の交通事故相談所

各都道府県、政令指定都市等に設置されている「交通事故相談所」では、交通事故

における示談、損害賠償請求、過失割合などのさまざまな問題にかかる相談を受け

つけています。「交通事故相談所」では、専門の相談員が相談を受けております。（連

絡先等 :p.52 参照）

3) 問い合わせした結果の記録
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問点等があれば、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

○ 弁護士にも得意・不得意の分野があります。2～ 3 人の弁護士に面談などをして、相談しやすい

方に頼みましょう。

○ 不安なことは事前にメモなどにして相談に行きましょう。

○ どうしても合わないときには、セカンドオピニオンのようにその他の弁護士への相談も検討しま

しょう。

2) 相談先について
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（公財）日弁連交通事故相談センターでは、 弁護士による自動車事故の損害賠償

問題に関する電話相談や面接相談を、全国154か所（令和8年1月現在）の相談所

において無料で応じています。そのため、交通事故に詳しい弁護士が多く在籍して

いる団体です。（連絡先等 : p.52 参照）

○ 日本司法支援センター(法テラス) 

法テラスでは、被害にあわれた方やそのご家族の状況に応じて、犯罪被害者支援

の経験や理解のある弁護士を紹介しています。また、一定の要件を満たす場合には、

弁護士による支援を受けられる制度 （P.9） を設けています。 （連絡先等 :p.52 参

照）

○ 民間被害者支援団体

都道府県には、被害者を支援する民間被害者支援団体（全国被害者支援ネット

ワーク加盟の被害者支援センター）があります。こちらでは被害者に理解のある弁

護士と協力関係にあります。（連絡先等 :p.51 参照）

○ 犯罪被害者支援弁護士フォーラム

犯罪被害者の立場に立ち、 法律を分かりやすく説明することに心がけ、 被害者の

権利と利益を守っていくことや、犯罪被害者支援に必要な法律について研究を行っ 

ている団体です。（連絡先等 :p.52 参照）

○ 当事者や遺族の作る被害者団体

被害者や遺族が作った被害者団体は、 各地域に存在しています。被害者団体の中

には、 弁護士と協力関係にある場合もありますので、 被害者団体から、 被害者に理

解のある弁護士を紹介してもらうことも期待できるでしょう。警察庁のホームペー

ジの「犯罪被害者団体 （自助グループ）」 （連絡先等 :p.59参照） や自賠責保険・共

済ポータルサイトの 「被害者団体の相談窓口」 （連絡先等 :p.62参照） などに被害

者団体ホームページへのリンクがあります。

○ 各都道府県等の交通事故相談所

各都道府県、政令指定都市等に設置されている「交通事故相談所」では、交通事故

における示談、損害賠償請求、過失割合などのさまざまな問題にかかる相談を受け

つけています。「交通事故相談所」では、専門の相談員が相談を受けております。（連

絡先等 :p.52 参照）

3) 問い合わせした結果の記録
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　どうかおひとりで抱えないでください、家族であってもこの大きな裁判という課題に
向き合うことは大変なことです。支援者をたくさん見つけて「安心」を作ってください。

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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警察や検察庁においては、当事者からの事故の状況等についての聞き取り（事情聴取）

が行われるほか、その関係者に対しても事情聴取が行われることがあります。その内容

をまとめた供述調書は、裁判になった場合、証拠として提出されることがあります。分か

らないことは聞き直したり、質問してください。

○ 供述調書の内容が分かりにくいと感じることがあるかもしれません。遠慮せず内容をしっかり確

認してからサインしましょう。記憶が不安定な時には、そのことを伝え、思い出したらすぐに伝

えましょう。

○ 捜査官等に話したいことや聞きたいこと、事情聴取の後、話した日時、相手、場所、話した内

容、疑問点をメモしてみましょう。

証拠は警察がさがすものですが、証拠が足りないこともあります。証拠さがしは専門

的なことが多いので、 支援者や弁護士、 交通事故鑑定人などに相談をしてみましょう。

一人で動くときは、無理は禁物です、つらくなったら支援者に相談してみましょう。

○ 例えば、事故現場付近の防犯カメラ、バスやタクシー等のドライブレコーダー、SNSなどに目撃

情報がないかをさがしてみましょう。

○ 防犯カメラやドライブレコーダーの映像は、短時間で消されてしまいますので、証拠となりそう

なものが写っているかもと思ったら、防犯カメラ等の持ち主に消さないようお願いして、早めに

警察に連絡することが大事です。

○ ブログを作り、目撃情報を募集してもよいかもしれません。画像を見つけたときはスクリーン

ショットをしましょう。

○ 目撃者をさがすときは、相手方の関係者につながってしまう時もありますので、無理をせず警察

や支援者に相談しましょう。

原則として、検察官が起訴しなければ、刑事裁判は行われません。そのため、検察官に

事故状況等を説明し理解してもらうことは、相手方の適正な処罰のためにとても重要で

す。疑問や要望は検察官に伝える、または弁護士に伝えましょう。

○ 「B. さまざまな支援(8～12ページ)」も参考に、支援してくれる誰かとともに動いてみましょう。

○ 預けた証拠品は、捜査や裁判で必要がなくなったら返却されます。なお、証拠品の処分を依頼す

ることもでき、プライバシーを損なうような証拠品を廃棄処分する場合には立ち会うこともでき

ます。

○ 証拠品の押収があった場合、押収物の目録が交付されますが、預けた証拠品のリストを自分自身

でも作成しておくと、返却されていないものがないか等の確認ができるようになります。

裁判所は、証拠に基づき公平に裁判を執り行うところです。

被害者は、刑事裁判において、証人として証言することがあるほか、被害者の心情に関

する意見陳述制度や被害者参加制度を使うことができる場合があります。証人として証

言する場合、不安や緊張を緩和するため、付添人を付けるなどの措置をとることができ

る場合があります。弁護士とともに気持ちに無理のない関わり方を相談してみましょう。

○ 裁判所はとても緊張するので事前に裁判傍聴をすると雰囲気がわかり、少し落ち着いてご自身の

裁判に参加できます。

○ 裁判中は紙にメモをとることができます。

○ 会社勤めの場合には、裁判に出廷するため年次休暇を取得することになりますが、お勤めの会社

で犯罪被害者等休暇制度を導入している場合には、その休暇制度も利用することができますの

で、一度、人事や総務の担当者に犯罪被害者等休暇制度について確認してみましょう。
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警察や検察庁においては、当事者からの事故の状況等についての聞き取り（事情聴取）
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をまとめた供述調書は、裁判になった場合、証拠として提出されることがあります。分か
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証拠は警察がさがすものですが、証拠が足りないこともあります。証拠さがしは専門
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言する場合、不安や緊張を緩和するため、付添人を付けるなどの措置をとることができ

る場合があります。弁護士とともに気持ちに無理のない関わり方を相談してみましょう。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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G-1.  

  

 

6  

 

 

    

https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/113/Default.aspx 

 

8      

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/  

 

 

8  

 

    

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html 

 

 

   

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html 

 

  

https://www.moj.go.jp/ 

 

  

http://www.kensatsu.go.jp/top.shtml  

 

9  

10  

35  

   

https://www.nnvs.org/shien/list/

 
 

民間被害者支援団体

（被害者支援センター）

※ 民間被害者支援団体 （被害者支援センター） の活動内容については、 各民間被害

者支援団体のホームページ （メニュー：全国の支援センター） をご覧ください。

※ お住まいの都道府県の民間被害者支援団体 （被害者支援センター） に電話で

ご相談ください。

※ 支援内容は民間被害者支援団体によって異なります。 詳細は各民間被害者支援

団体のホームページをご覧ください。

・警察庁犯罪被害者等施策ホームページ

・（公社）全国被害者支援ネットワーク

全国の被害者支援センター

   

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/machi/index.html  

 

・警察庁犯罪被害者等施策ホームページ

あなたの街の支援
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35  

 

   https://www.n-tacc.or.jp 

 12 -  

 10:00 19:00

 

11  
35   

 

    https://www.houterasu.or.jp/lp/higaishashien1/ 

 9:00 21:00 9:00 17:00  

 9:00 21:00 9:00 17:00  

 

35  

35  

11  

9  

 

   

https://www.vs-forum.jp 
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8

 

 

 

 

 

 

   https://www.jibai-adr.or.jp 

 - -  9:00 12:00 13:00 17:00 

  

 ADR  

 ADR    

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html 

  

※ 以下の電話番号より電話による利用申し込みの予約が必要です

※受付日時は、月～金曜日（祝日・休日および 12/30～1/4 を除く）の
午前 9 時 15 分～午後 5 時です。
※電話会社の通話無料サービスや料金プランの無料通話は適用されません。
※電話リレーサービス、IP電話からは、HP掲載の直通電話へおかけください。

 9:15 17:00  

  

 

   https://www.jcstad.or.jp/ 

  

 

    https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/ 

（犯罪被害者支援ダイアル）

（犯罪被害者支援ダイアル）

0120-079714
なくことないよ

IP  03-6745-5601

03-4332-5241

0120-079714
なくことないよ

IP  03-6745-5601

 - -   

 11- -   

 - -   

 - -   

 - -   

※無料面談相談のご予約は各相談所までお問い合わせください。一人30分程
度、原則として5回まで相談可能です。

自賠責保険 （共済）

法制度や相談窓口の

情報提供、法律相談、

弁護士費用等の立替え 等

法テラスにおける

支援　

・日本司法支援センター（法テラス）

・交通安全活動推進センター
※ お問い合わせ先は、お住まいの都道府県の交通安全活動推進センターに

ご確認ください。



https://www.hoken-ombs.or.jp/

G-2.

G-3.
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

18 - -

NPO - -

NPO Re - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

・ 各都道府県の高次脳機能障害支援拠点機関

082-962-5421

北海道大学病院
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

( ) - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

志村大宮病院 ０２９５-５３-１１１１

立川記念病院 ０２９６-７７-７２１１

筑波記念病院 ０２９-８６４-１２１２

古河総合病院 ０２８０-４７-１０１０

白十字総合病院 ０２９９-９２-３３１１

- -

０２２-７８４-３５８８

０２４６-８１-５５２２
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デイサービス伊東の丘きらめき ０５５７-３６-６３８１

株式会社FantaG　相談支援事業所ふぁんた ０５４４-６６-５２５１

株式会社Ｔ－ＯＨＡＮＡ　ポノワークセンター ０５４-３７４-４９３８

社会福祉法人明光会　サポートセンターコンパス北斗 ０５４-２７８-７８２８

社会福祉法人 Mネット東遠相談支援事業所 Mネット中東

NPO法人えんしゅう生活支援net　ワークセンター大きな木 ０５３-４２０-６２５０

NPO法人えんしゅう生活支援ｎｅｔ　ワークセンターふたば ０５３-４５５-８２２６

特定非営利活動法人 高次脳機能障害者支援「笑い太鼓」

高次脳機能障害愛知県東部支援センター笑い太鼓

山梨県高次脳機能障害者支援センター - -

春日部厚生病院 ０８０-８１８１-４１４８

霞ヶ関南病院 ０４９-２３２-１３１３

埼玉県済生会鴻巣病院 ０４８-５９６-２２２１

なごや高次脳機能障害支援センター ０５２-８３５-３８１４

０５３２-３４-６０９８
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- -

- - -

-

- -

- - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

滋賀県高次脳機能障害支援センター

広島県立障害者リハビリテーションセンター高次脳機能センター

かがわ高次脳機能障害支援センター

和歌山県障害児者サポートセンター ０７３-４４５-７３１４

０７５-９２５-６２５６

０７７３-７５-７５５６

０７８-９２５-９２６２

０７４４-３２-０２０５

０８７-８８３-８２００

０９５２-３４-３２９３
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19  
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http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

 -  

  

10    

 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 

 

    

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html 

 

 - -  

 8:30 17:15 

 19:00 2 9:30 16:00  

 

    

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/pamphletfaq.html

こどもの一時預かり ・一時保育、ファミリー・サポート・センター事業

 ８:３０ １７:１５ 

鹿児島県高次脳機能障害者支援センター

０５７０-０７１２７７
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11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/index.html  

 

   

  

 

https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html 

    

 

 

 

 

 

 

 

( ) ( )  

   

https://www.kotsuiji.com/howto/index.html 

 - -  

 9:00 17:30 5/2  

( )  

   

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/index.html 

 - - - - IP  

 9:00 20:00  

11  

( )  

   

http://www.kotsuiji.or.jp/ikuseikikin.html 

 - - - -  

 10:00 17:00  

 

11  

( )  

    

https://www.douro-kouseikai.org/ 

 -6674-1761 

 9:30 12:00 13:00 17:00  

 

11  

 

 

 

 
 

※ お問い合わせ先は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にご確認ください。

交通遺児への

育成給付金や

生活資金等の支給



 

 

G-5.

G-4.
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https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/jijo_top.html  
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( )  

  - -  

 

 

  

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/hotline.html 

 -000738 

 - - IP  

 10:00 00 13 00 16 00  
 

 

 
 

こどもの心身の健康に

関する相談

・こども家庭センター

・児童相談所

0120-189-783（児童相談所相談専用ダイヤル） 

・自賠責保険・共済ポータルサイト【被害者団体の相談窓口】

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/consultation/index.html

・警察庁犯罪被害者等施策ホームページ

犯罪被害者団体　自助グループ

ナスバ　ホットライン

９:00～12:00、13:00～17:45 （平日）
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https://www.nasva.go.jp/sasaeru/ryougo.html 

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

  - - 460  

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/koutu.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/tomonokai.html 

 

    

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/kaigoryo.html 

    

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/tanki.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudankaigo.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/houmonshien.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/kouryukai.html  

 

    

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/oyanakiato/index.html 

  

 
 

茨城リハビリテーション病院

府中病院

・短期入院・入所費用助成
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9

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudan-shien.html

・自動車事故被害者・遺族等団体による相談支援

ナスバ　相談支援 で検索

099-282-5435
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https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html   

 

 

 

 

    

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/public_payment/index.html  

 

 

    

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/injury/index.html  

 

 

    

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/consultation/index.html  

 

  

 
 

【G-6.自賠責保険・共済ポータルサイト】

・支払までの流れと請求方法

 自賠責ポータルサイト　請求方法 で検索

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/procedure/index.html

・限度額と補償内容

 自賠責ポータルサイト　補償内容 で検索

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

・自賠責保険・共済制度
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　日本経済を支える物流や旅客輸送を担う自動車運送事業者が安全に運行を遂行するため、運行管理者等

やドライバーの教育を確実に実施し、安全インフラとして、大きく貢献しています。

独立行政法人 自動車事故対策機構（ナスバ）



 

 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nakanobenkyokai@yahoo.co.jp 
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